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第1章 食物アレルギーの基礎知識

１ 食物アレルギー

 (1)  定義 

    一般的には特定の食物を摂取することによって、 皮膚・ 呼吸器・ 消化器あるいは全身性にア

レルギー反応を生じる疾患 

(2)  頻度

    食物アレルギー有病率： 小学生4. 5％、 中学生4. 7％、 高校生4. 0％ 

（ 平成25年文部科学省調査）  

 (3)  原因 

原因食物は学童期（ 7～17歳） では多岐にわたり、 平成29年即時型食物アレルギー全国モニ

タリング調査（ 消費者庁「 食物アレルギーに関連する食品表示に関する調査研究事業」） では、

学齢期の新規発症の原因食物は、果物類、甲殻類、木の実類、小麦、鶏卵の順で多い。また、誤

食の原因食物は、 鶏卵、 牛乳、 落花生、 木の実類、 小麦の順で多い。  

 (4)  症状 

皮膚症状が最も多く 、次いで呼吸器症状、粘膜症状、消化器症状、中にはショ ック症状と多

岐にわたる。

＜部位別に現れる主な食物アレルギーの症状＞ 

 (5)  治療 

管理は、「 正しい診断に基づく 必要最小限の除去」 を行う。  

食物経口負荷試験により診断を正確に行い、 必要最小限の除去を実施する。

    誤食などにより食物アレルギーの症状が出現した場合には、 速やかに適切な対処を行う。  

じんましんなどの軽い症状に対しては抗ヒスタミ ン薬の内服や経過観察により回復すること 

もあるが、ゼーゼー・ 呼吸困難・ 嘔吐・ ショ ックなどの中等症から重症の症状には、アナフィ ラ 

キシーに準じた対処を行う。（「 アナフィ ラキシー」 Ｐ２参照）  

皮  膚 かゆみ、 じんま疹、 発赤、 湿疹 

目 結膜の充血、 かゆみ、 涙、 まぶたの腫れ 

口・ 喉 口の中の違和感、 腫れ、 かゆみ、 イガイガ感 

鼻 く しゃみ、 鼻汁、 鼻づまり 

消 化 器 腹痛、 吐き気、 おう吐、 下痢、 血便 

呼 吸 器 息が苦しい、 咳、 声がれ、 ゼーゼーする、 のどの詰まった感じ 

循 環 器 頻脈、 血圧低下、 蒼白、 手足が冷たい 

全   身 頭痛、 元気がない、 ぐったり、 意識障害 
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(6)  仕組み 

体には、 細菌やウイルスなどの病原体の侵入 

    から体を守る「 免疫」 という働きがある。 この 

免疫が本来無害なはずの食物に過敏に反応し、  

自身を傷つける様々 な症状を引き起こすのが食 

物アレルギーである。  

食物アレルギーは、 原因物質（ 以下、 アレル 

ギー物質） と、 それに対して体内でつく られる 

I gE抗体によって起こる。食物中のたんぱく 質が 

体に吸収されてアレルゲンとなり、体内でI gE抗 

体と結びつく と、 マスト 細胞からヒスタミ ンと 

いう物質が放出されて、 アレルギー症状が誘発 

される。  

(7)  食物アレルギーと間違えやすい主な病気 

何らかの食物摂取に伴って、 アレルギーに近 

い症状を引き起こすことがある。 しかし、 それ 

がI gE抗体など、 免疫反応によるものでなけれ 

ば、 食物アレルギーとはいわない。  

その中には、毒物に対する反応など、誰にでも等しく 起こりえる「 中毒」 と、特定の体質に

伴う「 不耐症」 がある。  

例 病 気 の 特 徴  

食  中  毒 
細菌や化学物質・ 自然毒等の混入が原因で、 下痢やおう吐、 発熱、  

神経まひなどを起こす病気 

乳 糖 不 耐 症 体質的に乳糖を分解できず、 牛乳など乳製品を飲むと下痢を起こす 

食 物 不 耐 症 

(仮性アレルゲン) 

とろろ芋で口の周りがかゆく なる、 鮮度の落ちた青魚でじんま疹が 

出る等、 食物に含まれる化学物質による反応 

２ アナフィ ラキシー

(1) 定義

     アレルギー反応により、 じんましんなどの皮膚症状、 腹痛や嘔吐などの消化器症状、 ゼーゼ

ー、 呼吸困難などの呼吸器症状が、 複数同時にかつ急激に出現した状態をアナフィ ラキシーと

言う。  

その中でも、 血圧が低下して、意識の低下や脱力を来すような場合を、 特に、 アナフィ ラキ 

シーショ ックと呼び、 直ちに対応しないと生命にかかわる重篤な状態であることを意味する。  

また、 アナフィ ラキシーには、アレルギー反応によらず、 運動や身体的な要因（ 低温/高温 

など） によって起こる場合があることも知られている。  
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(2)  頻度 

アナフィ ラキシーの既往を有する児童生徒の割合は、 小学生 0. 6％、 中学生 0. 4％、 高校生 

0. 3％。「 エピペン 」 保持者は小学生0. 4％、 中学生0. 2％、 高校生0. 1％。  

（ 平成25年文部科学省調査）  

(3)  原因 

児童生徒に起きるアナフィ ラキシーの原因のほとんどは食物だが、 それ以外に昆虫刺傷、 医

薬品、 ラテックス（ 天然ゴム） などが問題となる。 中にはまれに運動だけでも起きることがあ

る。

(4)  症状 

皮膚が赤く なったり、 息苦しく なったり、 激しい嘔吐などの症状が複数同時に、 かつ、 急激に

見られるが、もっとも注意すべき症状は、血圧が下がり意識の低下が見られるなどのアナフィ ラ

キシーショ ックの状態である。 迅速に対応しないと命にかかわることがある。

(5)  治療 

具体的な治療は重症度によって異なるが、 意識の障害などが見られる重症の場合には、 まず、  

適切な場所に足を頭より高く 上げた体位で寝かせ、 嘔吐に備え、 顔を横向きにする。  

そして、 意識状態や呼吸、 心拍の状態、 皮膚色の状態を確認しながら、 必要に応じ、 一次救命 

措置を行い、 救急車で医療機関への搬送を急ぐ。  

アドレナリン自己注射薬である「 エピペン 」 を携行している場合は、緊急性が高いアレルギー 

症状があると判断したタイミ ングでショ ックに陥る前に注射することが効果的である。  

３ 食物アレルギーの病型

関連： 資料３ 「 学校生活管理指導表」 Ａ食物アレルギー病型

 (1)  即時型 

食物アレルギーの最も典型的な病型である。 原因食物を食べて2時間以内に症状が出現し、

その症状はじんましんのような軽い症状から、 生命の危険も伴うアナフィ ラキシーショ ックに

進行するものまでさまざまである。 ほとんどはI gE抗体が関係する。

 (2)  口腔アレルギー症候群 

口腔アレルギー症候群は、 I gE抗体が関係する口腔粘膜のみのアレルギー症状を指すが、 花 

粉－食物アレルギー症候群のことがほとんどである。  

シラカバやハンノキやブタクサなどの花粉のアレルギーがある児童生徒がそれらの花粉抗原

と構造が似た物質を含む生の果物や野菜を食べたときに、 食後5分以内に口腔内（ 口の中） の

症状（ のどのかゆみ、 ヒリヒリする、 イガイガする、 腫れぼったいなど） が誘発される（ 交差

反応という）。  

多く は局所の症状だけで治療も不要だが、 全身的な症状の初期症状として口腔内の症状が出

ている場合も紛れ込んでいることがあるため注意が必要である。 焼きリンゴやジャムなど加熱

された果物では反応しないことがほとんどである。  
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＜主な花粉と交差反応性が証明されている果物・ 野菜など＞ 

花粉 果物・ 野菜など 

カバノキ科 

  シラカバ 

  ハンノキ 

  オオバヤシャブシ 

バラ科   ：  リンゴ、西洋ナシ、サクランボ、モモ、

スモモ、 アンズ、 アーモンド 

セリ科   ：  セロリ、 ニンジン 

ナス科   ：  ジャガイモ 

マメ科   ：  大豆、 ピーナッツ 

マタタビ科 ：  キウイフルーツ 

カバノキ科 ：  ヘーゼルナッツ 

ウルシ科  ：  マンゴー、 シシト ウガラシ など 

イネ科  

カモガヤ 

  チガヤ 

ウリ科     ：  メロン、 スイカ 

ナス科     ：  ト マト 、 ジャガイモ 

マタタビ科 ：  キウイフルーツ 

ミ カン科   ：  オレンジ 

マメ科   ：  ピーナッツ など 

キク科  

ヨモギ 

セリ科   ：  セロリ、 ニンジン 

ウルシ科   ：  マンゴー、 スパイス など 

キク科  

ブタクサ 

ウリ科    ：  メロン、 スイカ、 カンタロープ、  

ズッキーニ、 キュウリ 

バショ ウ科 ：  バナナ など 

                           食物アレルギー診断ガイドライン 2016より（ 一部改変）  

 (3)  食物依存性運動誘発アナフィ ラキシー 

特定の食物を食べた後に運動することによってアナフィ ラキシーが誘発される病型である。  

I gE抗体が関係する。 原因食物としては小麦、 甲殻類が多い。  

発症した場合には、呼吸困難やショ ック症状のような重篤な症状に至ることがあり、注意が必

要である。  

原因食物の摂取と運動の組み合わせで発症するが、食べただけ、運動しただけでは症状は起き

ない。 何度も同じ症状を繰り返しながら原因の食物の診断が難しい例も見られる。  

４ 食物アレルギーの原因食物・ 除去根拠

関連： 資料３ 「 学校生活管理指導表」 Ｃ原因食物・ 除去根拠

(1) 原因食物

“ ”原因食物の除去 が唯一の管理方法であるが、 個々 の児童生徒のアレルギーの原因となる食  

物を学校が把握することが取組の前提となる。  

食物アレルギーは、あらゆる食物が原因となるが、前述のP1「 １  食物アレルギー (3)原因」  

でも記したが、学童～高校生までの新規発症の原因食物は、果物類の割合が最も多く 、続いて、  

甲殻類、木の実類となっている。誤食の原因食物は、鶏卵の割合が最も多く 、続いて、牛乳、落 

花生となっている。原因食物として、木の実類（ クルミ 、カシューナッツ、アーモンドなど） も 

最近増えている。 木の実類については、 加工食品のアレルギーの推奨表示の項目に、 カシュー 

ナッツ、 クルミ に続き、 令和元年度にアーモンドが新たに加わっている。  
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(2)  除去根拠 

一般に食物アレルギーを血液検査や皮膚テスト の結果だけで診断することはできない。  

実際に起きた症状や食物経口負荷試験の結果などを組み合わせて医師が総合的に診断する。  

   食物の除去が必要な児童生徒であっても、 その多く は除去品目数が数品目以内にとどまる。  

あまりに除去品目数が多い場合は、 不必要な除去を行っている可能性が高いとも考えられる。  

除去品目数が多いと、 食物アレルギー対策が大変になるだけでなく 、 成長発達の著しい時期に 

栄養のバランスが偏ることにもなる。  

そのような場合には「 除去根拠」 欄を参考に、 保護者や主治医・ 学校医等とも相談しながら、  

正しい診断を促していく ことが必要である。  

①  明らかな症状の既往 

過去に、 原因食物の摂取により明らかなアレルギー症状が起きているので、 除去根拠として 

高い位置付けになる。ただし、鶏卵、牛乳、小麦などの主な原因食物は、年齢を経るごとに耐性 

獲得（ 食べることができるようになること） することが知られている。  

実際に、 乳幼児早期に発症する食物アレルギーの子どものおよそ９割は就学前に耐性獲得す 

“ ”るので、直近の数年以上症状が出ていない場合には、 明らかな症状の既往 は除去根拠として 

の意味合いを失っている可能性もある。  

主な原因食物に対するアレルギーがあって、 幼児期以降に食物経口負荷試験などの耐性獲得 

の検証が行われていない場合には、 既に食べることができるようになっている可能性も十分に 

考えられるので、 改めて主治医に相談する必要がある。  

ただ、上記の主な原因食物以外の原因食物（ ピーナッツ、ソバ、甲殻類、魚類など） の耐性獲 

得率はあまり高く ないことが知られている。  

②  食物経口負荷試験陽性 

食物経口負荷試験は、 原因と考えられる食物を試験的に摂取し、 それに伴う症状が現れるか 

①どうかをみる試験である。 この試験の結果は、 に準じており、 医療機関で確認されているた  

め、 除去根拠として最も高い位置付けになる。  

①ただし、 の場合と同様に主な原因食物について数年前の負荷試験の結果は信頼性が高いと   

は言えないので、 再度食べることができるかどうか定期的に検討する必要がある。  

食物経口負荷試験は専門の医師の十分な観察のもと、 少量食べていることも多い原因食物を 

食べてみて症状の有無を確認する。 患者の状況に応じて対応は変わるので、 統一した方法はな 

い。 多く の施設では、 単回で食べるか、 負荷総量を分割して20～60分おきに少しずつ増量し 

ていく 方法がとられている。 診断のときと同様に、 耐性獲得も血液や皮膚検査だけから判断す 

ることはできない。 このため、 耐性獲得の診断にも食物経口負荷試験が行われることがある。  

③  I gE抗体など検査結果が陽性 

③  原因食物に対する I gE抗体価がよほど高値の場合には、 だけを根拠に診断する場合もある。  

しかし、 一般的には、 血液や皮膚の検査だけで食物アレルギーを正しく 診断することはできな  

い。 検査が陽性であっても、 実際はその食品を食べられる子どもの方が多いのも事実である。 血 

液検査の正確な解釈には専門知識を要するため、 学校で保護者に血液検査結果の提出を求めるこ 

とは適切ではない。  
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 一般的な食物アレルギーの場合、 除去しなければならない品目数は数種類にとどまる。  

① ② ③このため、 除去品目数が多く 、 や という根拠がなく 、 だけが根拠の場合には、 保護者 

を通じて、 主治医に除去の必要性について再度問い合わせをする必要がある場合がある。  

しばらく 耐性獲得の検証が行われていないのであれば、 食物経口負荷試験の実施を検討して 

もらうとよい。  

④  未摂取 

就学前までに、 クルミ やカシューナッツなどの木の実類などは、 食べたことがない児童も 

おり、 食べたことがないものを給食で提供することにより、 新規発症が起こることもあるの 

で注意が必要である。  

しかし、 単に食べたことがないものを「 学校生活管理指導表 Ｃ原因食物・ 除去根拠」 の 

④「 未摂取」 として考えるのではなく 、 アレルギーの関与が疑われる「 未摂取」 のものに 

④関して「 未摂取」 として考えるべきである。  

「 未摂取」 のものが家で食べられるようになった場合や食物経口負荷試験を行って症状が 

出ないことが確認され、 摂取可能になった食品については、 保護者からの書面の申請により 

除去解除を行う。（ 資料５－３  食物アレルギー対応給食申請書（ 変更・ 辞退用） 参照）  

④ ③ ④ ④ 「 未摂取」 の場合は、「 I gE抗体など検査結果が陽性」 と「 未摂取」 なのか、「 未 

摂取」 だけなのかなど、 その理由や保護者の考えをよく 確認することが大切である。  

【 経口免疫療法に関して】  

学童期まで遷延した鶏卵、 牛乳、 小麦やピーナッツアレルギーなどに対して研究段階の治療と

して自宅で原因食物を少しずつ摂らせていく ことをしている児童生徒がいる。 普段の症状が出な

い量を食べた後でも、 体調不良や運動などにより症状が誘発されることがある。  

保護者および治療を受けている医療機関と情報共有をはかることが大切である。  

【 消化管アレルギーに関して】  

多く は幼児期に治癒することが多いが、 まれに学童期まで長引く ことがある。  

I gE抗体が陰性でも嘔吐などの消化器症状を呈す疾患である。

【 ワンポイント  過去の症状の把握】  

これまでに児童生徒が経験した食物アレルギーやアナフィ ラキシーについて、 原因だけでな

く 具体的な症状や時期についても知っておく ことが管理する上で役立つと言える。  

特に、 アナフィ ラキシーの既往のある児童生徒については、原因物質に対する過敏性が高

く 、 微量でも強く 反応する危険性を示唆してい 

るため、 貴重な情報となる。  

学校生活管理指導表から得られる情報で、 児 

童生徒の症状誘発リスクやアナフィ ラキシーの 

リスクを考えるために、 右の表のような過去の 

症状を把握しておく 。  

〇 アナフィ ラキシーの既往あり   

〇 食物経口負荷試験陽性   

〇 明らかな症状の既往 

〇 検査結果陽性          

〇 未摂取 
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第2章 食物アレルギーのある児童生徒への対応

１ 食物アレルギー対応の基本的な考え方

学校給食は、必要な栄養を摂る手段であるばかりでなく 、児童生徒が「 食の大切さ」「 食事の楽しさ」  

を理解する教材としての役割を担っている。このことは、食物アレルギーのある児童生徒にとっても  

 変わりはなく 、 同じように給食を楽しめることを目指すことが重要である。  

そのために、安心・ 安全を最優先とし、学校給食が原因となるアレルギー症状を発症させないこと 

を前提に、 次の３ 点について学校ぐるみで取り組むこととする。  

  ①  教職員一人一人が食物アレルギーに対する正しい知識をもつこと 

  ②  主治医の診断結果を基に、 児童生徒一人一人の情報を把握すること 

  ③  日頃から緊急時の対応に備えておく こと 

特に、アナフィ ラキシーはアレルギー症状が急速に変化し、生命に関わる疾病であることを踏まえ

て、 緊急時の対応に備えておく ことが重要である。  

２ 食物アレルギーのある児童生徒の把握から実施まで

 (1)  食物アレルギーのある児童生徒の把握 

①資料１ - 「 学校給食における食物アレルギー対応について」 配付 

②資料１ - 「 食物アレルギー対応給食の実施にかかわる調査表【 様式1】」 の提出依頼 

資料２   「 学校給食の食物アレルギー対応を希望される保護者のみなさまへ」  

資料３   「 学校生活管理指導表(食物アレルギー用)     【 様式2】  

資料４   「 学校生活管理指導表(食物アレルギー用)」 等に関するお願い 

①資料５ - 「 食物アレルギー対応給食申請書」（ 新規用）      【 様式3-1】  

②資料５ - 「 食物アレルギー対応給食申請書」（ 継続用）    【 様式3-2】  

③資料５ - 「 食物アレルギー対応給食申請書」（ 変更・ 辞退用）【 様式3-3】  

資料６   「 食物アレルギーの経過報告書」                 【 様式4】

④  面談を実施 

資料７   「 面談記録表（ 兼個人調査表）」 を活用

①  全児童生徒に対する周知と調査 

②  食物アレルギーがあり、 対応給食を希望する児童生徒の把握 

②資料１ - 「 食物アレルギー対応給食の実施にかかわる調査表【 様式1】」 の集約 

③  対応給食を希望する児童生徒に関係書類を配付・ 面談の日程調整 

出席者（ 例）  管理職 学級担任 養護教諭 栄養教諭・ 学校栄養職員 給食主任 

調理員（ 除去食実施の場合等）  

〈 新１年生〉 入学説明会等を利用して 〈 在 校 生〉 ３学期中に 

〈 新１年生〉 入学説明会以降 〈 在 校 生〉 ３学期中に 

〈 新１年生〉 給食開始までに 〈 在 校 生〉 給食開始までに 

⑤  食物アレルギー対応委員会を開催して各児童生徒の給食対応を決定
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○  資料３「 学校生活管理指導表」等の様式は、学校事務センターＨＰより取り出すことができる。  

○  ②資料１- 「 食物アレルギー対応給食の実施にかかわる調査表」 を用いての調査は、新１年生・ 
転入生のみでよい。  

○  児童生徒は成長期であり、 アレルギー疾患は１ 年経過すると症状が緩和したり、 悪化したり、 
新規発症したりすることもあるため、毎年度、 資料３「 学校生活管理指導表」 の提出を保護者に 
求めて面談を行う。  

○  ③年度途中で対応の変更希望があった場合は、資料５- 「 食物アレルギー対応給食申請書」（ 変 
更・ 辞退用） の提出を保護者に求めて面談を行う。その際、 資料３「 学校生活管理指導表」 の提 
出を求める。  

○  アドレナリン自己注射薬（「 エピペン 」） を学校で所持する場合は、必ず資料３「 学校生活管理 
指導表」 の提出を求め、 保護者面談を行う。  

○  給食に出ない食品にアレルギーがあり、給食に関して配慮が必要な場合は、資料５「 食物アレ 
ルギー対応給食申請書」、 資料６ 「 食物アレルギーの経過報告書」 の提出を保護者に求める。  

○  事前に１食分全く 食べない日があるという申し出があった場合、 食数入力システムに入力し、
翌月の給食費徴収で規定額を減額し精算する。また、牛乳のみ喫食し、その他の献立を一切食べ
ない場合も、 規定額を減額し精算する。  

○  転入などで必要書類が間に合わない場合は、対応が必要な日には弁当持参を求める等、安全に 
配慮した対応を行う。  

○  「 学校生活管理指導表」 等の保管は、 保存期限（ ５年） を守って、 各学校で保管する。  

○ 印： 書類を提出し、 面談を実施する △ 印： 必要に応じて書類を提出し、 面談を実施する。  

(2)  食物アレルギー対応委員会の設置と対応マニュアルの作成 

○  各学校では、 校長の指導のもと、 食物アレルギー対応委員会（ 以下、 対応委員会） 等を開き、 
取り組み方針を決定する。  

○  対応委員会では、 学校の実情を踏まえて「 食物アレルギー対応マニュアル」 を作成する。  

＜学校給食における食物アレルギー対応の種類と提出書類等＞ 

     区分 
食物アレルギー 
対応給食申請書 

学校生活管理 
指導表 

食物アレルギー 
の経過報告書 

面談 

除去食 副食の除去 単品の除去 ○  ○  ○  ○  

副食の一部取り除き ○  提出不要 ○  ○  

完全弁当持参 ○  ○  ○  ○  

給食に出ない食品に 
食物アレルギーがある場合 ○  △  ○  △  

「 食物アレルギー対応委員会」（ 例）

目 的： 食物アレルギーのある児童生徒の対応について、 学校給食及び学校生活全般における 
適切な対応を検討する。  

出席者： 管理職 学級担任 養護教諭 栄養教諭・ 学校栄養職員 給食主任 調理員 学校医等 

開 催： 各学期始めや誤食等の事故発生時など。  

内 容： 食物アレルギー対応マニュアルの作成と見直しを行い、 全職員に周知する。  
    食物アレルギーのある児童生徒を確認し、 給食対応を決定する。  
    事故や問題事例を検証し、 改善策を検討する。  

調理実習や体験学習等、 学校生活全般での対応を検討する。
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(3)  日々 の給食対応の実施 

○  対応委員会で確認された方針に従って、実施に必要な「 食物アレルギー対応児童生徒名簿」「 連 

絡カード」「 表示（ 食札等）」 等を用意する。  

○  対応給食を実施する児童生徒には、毎月の「 学校給食こんだて（ 児童生徒配付用）」 と同時に、  

「 学校給食献立表（ 調理場用献立表）」を配付する。（ P10参照）表紙と注意喚起も毎月配付する。 

○  日々 の献立のアレルギー物質については「 学校給食献立表（ 調理場用献立表）」 に記載されてい 

るが、「 複数物資で製造業者によりアレルギー物質が異なる」 と記載があるものの詳細等につい 

ては、（ 公財） 名古屋市教育スポーツ協会の食数入力システムの食物アレルギー情報を確認する 

とよい。（ 食物アレルギー情報表示の手順はP11・ P12参照）  

○  保護者は献立表（ 調理場用） の内容を必ず確認し、日々 の対応方法（ 除去食、副食の除去、 単 

品の除去、 副食の一部取り除き、 弁当持参等） について申し出る。  

○  保護者が申し出た内容については、 複数で確認した上で、「 アレルギー対応食確認表」 等にま

とめるなどして、 教職員で情報を共有する。  

○  日々 の朝の打ち合わせ等で食物アレルギー対応給食の確認を行うとともに、該当学級において

も、 朝の会や喫食前のあいさつなどに確認を行うことを、 学校全体として組織的に行う。

○  学級担任は保護者と協力して、児童生徒本人にも対応方法を理解させ、自分でも確認できるよ

うに指導する。（ P15「 ４  児童生徒への指導」 参照）  

 (4)  評価と見直し 

〇 学校における食物アレルギー対応は、医師の記述した資料３「 学校生活管理指導表」 の情報に 

もとづき、対応委員会等で決定するものである。保護者の求めるままに実情に合わない無理な対 

応を行ったり、家庭での対応以上の対応を行ったりすることがないように、対応委員会において、 

定期的に対応状況の評価と見直しを行う。  

○  誤食事故等が発生した場合は、速やかに学校保健課小学校給食係に連絡する。校内で臨時の対 

応委員会を開催して対応を検討し、学校保健課小学校給食係に資料９「 食物アレルギー対応に係 

る事故報告書」 をメールで送付する。  

○  学年末には、 次年度に向けて、 保護者に書類の再提出を求め、 面談を行う。  

(5)  解除の対応 

○  ③保護者が対応の解除を申し出た際には、 資料５ - 「 食物アレルギー対応給食申請書」（ 変更・

辞退用） と資料３「 学校生活管理指導表」 の提出を求めるとともに、給食で提供される１人分の

量を家庭で何度か摂取して発症しないことを確認した後、 給食で摂取させる。  

〇 除去していたものを解除するときには、 以下の２ つのパターンがある。  

    未摂取で除去していた食物は、元々 食べても症状が出なかった可能性があるので、そのリスク 

は決して高く はないと思われる。  

しかし、負荷試験などの結果で解除する場合は、食べられるという医師からの診断があっても、 

家庭において、複数回、学校での最大限摂取量を食べても症状が誘発されないことを確認した上 

で、 解除を進めるべきである。  

③  なお、 解除は口頭のやりとりのみで済ますことはせず、 必ず保護者と学校の間で、 資料５-

「 食物アレルギー対応給食申請書」（ 変更・ 辞退用） と資料３「 学校生活管理指導表」 など、所定 

の書類を作成して対応することが必要である。 ※（ 「 食物経口負荷試験」 P5参照）  

・  未摂取（ P6参照） なものを除去していて解除するとき 

・  食物経口負荷試験（ P5参照） などの結果で解除するとき 
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１  学校給食入力システムに各学校のＩ Ｄとパスワードでログインする。  

２  帳票にカーソルを合わせ、「 おかず物資明細表」 をクリックする。  

３  出力したい年月を入力し、 出力をクリックする。  

４  「 Ｅｘ ｃ ｅ ｌ 出力します。 よろしいですか。」 と表示されるので、「 ＯＫ」

をクリックする。  

５  給食入力システムをログアウト し、 タブを閉じる。  

６  出力した帳票をダウンロードする。

食数入力システムの食物アレルギー情報表示の手順

給食食数連絡書出力 

おかず物資明細表出力

クリック

年月を入力 クリック
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【 出力したおかず物資明細表】

【 当月の献立シート 】

選択した年月分には

５つのシートがある 

以下の献立について

は、名古屋市教育スポ

ーツ協会に直接確認 

・簡易給食献立 

・スチームコンベク 

ションオーブン献立 

・新献立実施調査献立 

各学校に対応した内容になっている 
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３ 教職員の役割

(1) 校長・ 教頭

① 基本方針の作成と教職員への周知

・ 対応委員会を開催して対応の基本方針を示し、 その内容を全教職員に周知する。  

・  関係職員が必要な研修を受けることができるよう努める。  

・  食物アレルギーに関する校内研修を、 毎年定期的・ 計画的に行う。  

・  教頭は、 保護者との面談日時を調整する。  

②  保護者・ 児童生徒への対応 

・  保護者と面談した際、 学校としての基本的な考え方を説明する。  

・  当日の給食での対応について、 保護者が児童生徒と共に確認するよう依頼する。  

・  教頭は、 保護者との対応の窓口となり、 日々 の対応を含め、 学校内での対応の調整を行う。  

・  緊急時(アナフィ ラキシー発症等)、 対応のリーダーとなる。 (P26参照)

③  栄養教諭・ 学校栄養職員の未配置校における担当栄養教諭・ 学校栄養職員との連携 

・  食物アレルギー対応の確認表の作成の指示を教職員にしたり、 面談の司会を行ったりする。  

・  担当する栄養教諭・ 学校栄養職員への窓口となり、食物アレルギー対応に関する相談や確認作 

業を依頼したり、 児童生徒及び保護者を対象とした面談への出席を依頼したりする。  

・  担当する栄養教諭・ 学校栄養職員に面談への出席を依頼する場合は、新規に対応する児童生徒 

や症状が重篤な児童生徒に絞ったり、 面談日をまとめたりするなどの調整を行う。  

(2)  学級担任 

①  児童生徒の状況把握 

・  担任する児童生徒のアレルギー状況と、 対応方法について理解する。  

・  把握している情報を、 関係する教職員と共有する。  

②  保護者への対応 

・  児童生徒の家庭での状況や、 保護者の要望を把握する。  

・  学校での状況(給食摂取の様子や症状誘発の有無等)を保護者に伝える。  

③  児童生徒に対する指導 

・  給食対応の内容について、 本人が理解できるように指導する。   

・  誤飲・ 誤食に気付いた時、 体調変化を感じた時の対応方法を指導する。  

・  症状の出現に注意して早期発見に努め、 迅速な対応を行う。  

④  学級での指導 

・  給食の対応について、 偏見や冷やかし、 いじめ等が生じないよう十分に配慮する。  

・  他の児童生徒が食物アレルギーについて正しく 理解できるように実態に合わせて指導する。  

・  給食時の座席配置や、 給食当番などについて配慮する。  

・  朝の会などにおいて、当日の食物アレルギー対応内容を学級全体に周知し、弁当が必要な児童 

生徒が確実に弁当を持参しているか、 確認を行う。  

・  より安全な配膳方法について学級全体に指導し、 喫食前に確認表や献立表等と照らし合わせ、 

配膳状況を必ず目視で確認するとともに必要に応じて声がけも行う。  

・  食物アレルギーのために食べられずに残った食品を他の児童生徒に食べさせる場合には、該当 

児童生徒の気持ちに配慮して対応する。  

・  給食以外の教育活動で使用する教材や、 学校行事における安全性に配慮する。  
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(3)  養護教諭  

①  児童生徒の把握 

・  資料７ 「 面談記録表（ 兼個人調査表）」 を作成・ 整備する。 

・  対応が必要な児童生徒の一覧表を作成する。  

・  緊急時に使う薬の種類やその取り扱い、 保管場所を確認し、 把握しておく 。  

・  児童生徒のその他のアレルギー症状(ぜん息や湿疹など)についても把握する。  

・  学校でのアレルギー症状の様子を保護者に伝え、 必要であれば受診を促すなどの助言を行う。 

・  必要に応じて主治医や学校医と連携を図り、アレルギーの診断に関する正確な情報把握や対応 

方法について確認する。  

   ・  保護者より、「 エピペン 」 持参の申し出が年度途中にあった場合は、資料10「 アドレナリン自 

己注射薬の持参について（ 報告）」 を提出する。  

②  緊急時対応への備え 

・  「 エピペン 」 の管理と使用を含めて、 緊急時対応に関する知識と理解を深める。  

・  保護者との合意のもとで「 緊急時対応マニュアル」 等を作成し、 全教職員に周知する。  

・  症状出現時には、 応急手当の中心となり、 迅速かつ適切な対応に努める。  

③  教職員への情報提供 

・  全教職員が食物アレルギーに関する知識や理解を深めるための、 校内研修を行う。  

・  学校のアレルギー対応方針について周知を図る。  

・  配慮が必要な児童生徒に関する情報の周知を図る。  

 (4)  栄養教諭・ 学校栄養職員 

①  安全な給食の管理運営 

・  給食献立に使用する原材料について、 適切な検収と保管を行う。

・  調理員と作業工程表や作業動線図を確認するなど、 調理作業に関する打ち合わせを行う。  

・  調理現場の安全、 衛生管理を行い、 微量混入（ コンタミ ネーショ ン） 防止対策を講じる。  

・  調理場から教室までの誤配膳防止策を作成し、 関係する教職員へ周知する。  

・  配膳前に除去食等の確認をする。  

②   保護者への対応

・  前月に、「 学校給食こんだて（ 児童生徒配付用）」 と「 学校給食献立表（ 調理場用献立表）」 を 

保護者に配付する。  

・  保護者からの申し出を受け付けて、 対応給食の内容を再確認する。  

③  教職員・ 給食調理員への情報提供 

・  日々 の対応給食について、 調理員や関係する教職員に情報を周知する。  

・  対応内容が明らかになるように、 確認表や表示等を作成して確実に運用する。  

・  食物アレルギーに関する知識や理解を広めるための研修を行う。  

④  栄養教諭・ 学校栄養職員の未配置校での業務 

・  担当する学校において、食物アレルギーに関する相談や、児童生徒及び保護者を対象とした面

談を行う。  

① ③・  該当職員が在籍しない学校においては、 教頭、 給食主任などが ～ を行う。   
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(5)  給食主任 

・   資料１ 「 学校給食における食物アレルギー対応について」「 食物アレルギー対応給食の実施

にかかわる調査表」 を保護者に配付し、 食物アレルギー対応給食を希望する保護者を把握する。

・  食物アレルギー対応を行っている児童生徒より、事前に１食分全く 食べないという申し出があ 

った際には、食数入力システムに入力し、翌月の給食費徴収で規定額を減額し精算する。また、

牛乳のみ喫食し、その他の献立を一切食べない場合も、食数入力システムに入力し、規定額を減

額し精算する。  

 (6)  給食調理員 

・  給食献立に使用する原材料について、 適切な検収と保管を行う。

・  「 学校給食献立表（ 調理場用献立表）」 に基づいて作業工程表・ 作業動線図を作成し、コンタミ  

ネーショ ンや誤調理がないように調理をする。  

・  Ｐ22の「 (3)  調理前・ 調理中」 をはじめ、「 食物アレルギー対応給食実施上の留意点」 を 

確認する。  

・  除去食の提供に当たっては「 学校給食献立表（ 調理場用献立表）」 に基づき、 誤食のないよう 

に協力する。  

 (7)  学校医 

・  アレルギー対応への助言を行う。 必要に応じて、 対応委員会に出席する。  

４ 児童生徒への指導

 (1)  個別指導  

食物アレルギーのある児童生徒に、自ら対応する力を育てることは、原則として家庭で行われる

べきことと言える。学校では、保護者と連携してそれを支援するために、学級活動等を通して次の

ような指導を行う。  

・  自分にとって安全な食品と、 そうでない食品の見分け方 

・  アレルギー表示の読み方 

・  体に触れるだけでアレルギー症状を起こす食品や、 その取り扱い方 

・  アレルギー症状を起こす食品が出された時の対応の仕方 

・  自分にアレルギーがあることについての周りの人への伝え方 

 (2)  学級全体への指導 

他の児童生徒が食物アレルギーに関する知識と理解を深め、 該当児童生徒に共感する気持ちを

育てるよう、 学級活動等を通して次のような内容を指導する。  

・  食物アレルギーは偏食ではなく 、特定の食品を摂取すると、体に危険な症状が出る病気である 

こと 

・  特定の食品に触っただけでも、 症状が現れる場合があること 

・  特定の食品に注意をしていれば、 他には問題なく 元気に過ごせること 

・  他の人にうつる病気ではないこと 

・  大人になるまでに治る可能性があり、 新しい治療法も進歩していること 
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５ 学校生活(学校給食以外)における留意点

 (1)  校内における教育活動 

①  家庭科、 生活科、 技術・ 家庭科、 総合的な学習の時間、 特別活動(クラブ活動)等 

食品を扱う学習指導を行う場合は、 事前に食物アレルギーのある児童生徒に影響がないかどう

かについて、 確認する。 特に調理実習等では、 使用する食材や加工食品、 調味料について、 商品

のアレルギー表示をあらかじめ保護者に伝え、 使用可能かどうかを確かめる。 実際の指導におい

ては、 本人が安全に参加できることを最優先とする。 アレルギー物質との接触がどうしても避け

られない場合は、 できる限り安全な参加方法について、 保護者と話し合って決定する。  

こうした配慮を通して、 学級全体が食物アレルギーを理解し、 他人を思いやる気持ちを育てる

機会としていく ことが望ましい。  

＜配慮すべき学習活動例＞ 

アレルギー物質 配慮すべき学習活動例 

小 麦 小麦粘土細工、 うどん・ パン作り体験、 カレー作り 

 乳 牛乳パックを使った活動、 乳搾り体験 

落花生（ ピーナッツ）  豆まき、 落花生の栽培 

ソ バ そば打ち体験 

大 豆 豆まき、 みそ作り、 大豆（ 枝豆） の栽培 

②  体育・ 保健体育 

食物依存性運動誘発アナフィ ラキシーを発症する児童生徒については、 主治医の判断に従い、  

アレルギー物質を含む食品の摂取や、 摂取後の運動に十分配慮する。  

③  清掃活動 

アレルギー物質と接触しないように配慮する。 例えば、 乳アレルギーのある児童生徒には、 こ

ぼれた牛乳などの拭き取りをさせない。  

(2)  校外学習・ 宿泊を伴う行事 

食物アレルギーのある児童生徒が、 他の児童生徒と同様の校外学習ができるように、 活動内容

や食事内容等を検討する。 体験活動の内容を保護者に伝え、 具体的な対応と配慮事項について、

確認する。

宿泊施設や昼食場所での食事については、 宿泊業者や旅行会社などから献立表を取り寄せるな

どして、 保護者にアレルギー物質を含む食品に関する情報提供を行う。 その際には加工食品や調

味料にも注意し、 必要に応じて別の献立を発注することも考える。  

緊急時に備えて、 緊急連絡体制、 搬送先の医療機関なども確認しておく 。 医療機関への情報提

供のために、「 緊急時対応マニュアル」 などの参考書類を持参する。  

《 考えられる対応例》  

①  遠足 

・  弁当や菓子類は、 友達同士で交換をしない。（ 学級全体への指導）  
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・  普段から食べたことのない菓子・ 弁当は持っていかない。（ 個別指導）

②  中津川・ 稲武野外学習 

・  事前健康調査や資料７「 面談記録表（ 兼個人調査表）」 から、食物アレルギーのある児童生徒 

を把握する。  

・   野外学習説明会等で、 野外教育センターの「 給食献立の成分表」 を保護者に渡し、 食物アレ 

ルギー対応について協議する。 

・   野外教育センターへ「 アレルギー対応献立調査表」 を提出し、 可能な範囲での除去食や代替 

食の提供を依頼する。  

・  現地の医療機関へ連絡し、 緊急時の対応について、 協力を要請しておく 。  

③  修学旅行  

・  事前健康調査、 資料７ 「 面談記録表（ 兼個人調査表）」 から、 食物アレルギーのある児童生徒

を把握する。  

・  旅行業者を通して、昼食の提供業者や宿泊施設での食事の内容について、提供が可能なアレル 

ギー対応献立などを確認し、 検討する。  

・  現地の医療機関へ連絡し、 緊急時の対応について協力を要請しておく 。  

６ 中学校スクールランチにおける食物アレルギー対応について

各学校に毎月配付される「 中学校スクールランチ調理配膳業務指示書」 及び「 中学校スクールランチ 

アレルギー情報」 には、アレルギー物質を含む食品が表示されている。また、名古屋市公式ウェブサイ  

ト 内の中学校スクールランチホームページにも、 アレルギー物質情報が表示されている。  

これらを活用して、 スクールランチの献立を選択するように指導する。  

中学校スクールランチ アレルギー情報 例  ○ ○ ○年 月 日 ～ ○ ○ ○年 月 日 

日 メニュー アレルギー物質 メニュー アレルギー物質 

Ａ 

クロワッサン 小麦､乳､大豆､豚肉 

Ｂ 

（米飯）   

チキンのバーベキュー 
ソース 

小麦､大豆､鶏肉､ 
りんご 

牛肉とごぼうのおろしうどん 小麦､牛肉､さば､大豆､ごま 

  ブロッコリーのソテー 大豆 ツナもやしポン 小麦､大豆 

  白菜のサラダ   パインアップル   

○  

ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞｲﾀﾘｱﾝ 鶏肉､豚肉   

コーンスープ 小麦､乳､大豆､鶏肉､豚肉 

／ パインアップル   

〇 

Ｃ 

クロワッサン 小麦､乳､大豆､豚肉 

Ｄ 

米飯 

チキンのバーベキュー 
ソース 

小麦､大豆､鶏肉､ 
りんご 

あじの南部揚げ 小麦､乳､大豆､ごま 

ブロッコリーのソテー 大豆 ブロッコリーのソテー 大豆 

ししゃもフライ 小麦､大豆 吹き寄せ煮 小麦､さば､大豆 

白菜のサラダ   ツナもやしポン 小麦､大豆 

ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞｲﾀﾘｱﾝ 鶏肉､豚肉 パインアップル   

パインアップル   
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使用食材等献立の詳細については、 名古屋市公式ウェブサイト 内の中学校スクールランチホームペ
ージで確認するか、 または学校へ問い合わせてく ださい。  

７ ヒヤリ・ ハット 事例

事例 １

〇 アレルギー物質 
卵

〇 献立 
うずら卵フライ 

〇 経過
   給食の配膳時に誤ってうずら卵フライが配膳され、 該当児童はうずら卵と思わずに一口

食べてしまった。  
学級担任は職員朝の打ち合わせで、 うずら卵フライが食べられないことは聞いていたが、  

給食時には忘れており、 会食前の確認もしなかった。 症状は出なかった。  

○  対策 
   学級での朝の会や、 喫食前などに学級全体で必ず確認をする。 献立名もきちんと言う。  

事例 ２  

〇 アレルギー物質 
乳 

〇 献立 
キーマカレー 

〇 経過 
   給食の配膳時、 学級担任と該当児童はチーズ除去食が入ったふた付き容器を確認して、  

机上に置いた。学級担任が他の児童の対応をしている間に、 給食当番が、 チーズ入りの 
キーマカレーを該当児童の机上に置いてしまい、 誤って食べてしまい発症した。  

医療機関にて「 エピペン 」 を打ち回復した。  

○ 対 策 
喫食前に学級担任と該当児童とで必ず配膳の確認を行う。  

事例 ３  

〇 アレルギー物質 
ごま 

〇 献立 
きゅうりのごまあえ 

〇 経過 
   給食の配膳時に、 ごま除去食を受け取った該当児童は、 アレルギーのない児童が使用する 

通常の副食用食器に、 除去食を移し替えて、 自席に置いた。 
該当児童が席から離れた際、 給食当番は、 それが除去食であることを知らずに別の児童に 

再配膳した。 そのために、 該当児童用の除去食は、 他の児童用と区別がつかなく なった。  

○  対策 
除去食には食器に食札を付けたり、 専用食器を用意したりして、 誰が見ても通常の副食 

とは区別ができるようにする。 また、 会食開始まではふたを開けない。  
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第３ 章 学校給食における対応

１ アレルギー対応給食の基本方針

(1) 対象者と申請手続き(第２ 章参照)

食物アレルギー対応は、 児童生徒が医師の診断を受け、 保護者が申し出た場合に行う。  

申請手続きにおいて教職員が児童生徒の状況を正しく 把握し、保護者との共通理解を得ることは、

適切な対応を行うために必要である。  

さらに、この手続きは、アレルギーに関する誤解や思いこみに基づく 要望を是正して、安定した

給食対応を維持するとともに、該当する児童生徒の健全な食生活の確保に資することを目的とする。 

①  保護者からの申請には、 以下の提出が必要である。  

資料３ 「 学校生活管理指導表(食物アレルギー用)」   【 様式2】  

資料５ 「 食物アレルギー対応給食申請書」       【 様式3】  

資料６ 「 食物アレルギーの経過報告書」        【 様式4】  

※「 副食の一部取り除き」（ P21参照） のみの対応の場合、「 学校生活管理指導表」 の提出は不要 

②  対応の基本方針については、 保護者面談を行った上で、 対応委員会で決定する。 日々 の対応

給食については、 保護者とのきめ細かな情報交換を基にして進め、 その情報を関係職員で共有

することで安全性を確保する。  

③  アレルギー症状が重く て安全管理に不安がある場合や、 アレルギー物質を含む食品を取り除

く と献立として成り立たない場合は、 完全弁当や一部弁当持参などへの協力を依頼する。  

※ 「  e） 油の供用ができない 」 について → 揚げ油のアレルギー対応はしていない。  

（ 例） えびフライが献立であり、 えびアレルギーの児童生徒は食べなかった。  

後日、 ポテト フライが献立であり、 えびフライを揚げた油で、 ポテト フライを揚げた。  

「  e） 油の供用ができない 」 ため、 ポテト フライを食べることができない児童生徒は、  

揚げ物全般を食べることができない。  

【 弁当対応の考慮対象】 学校給食における食物アレルギー対応指針（ 平成２７年３月文部科学省） より 

次のように極微量で反応が誘発される可能性がある場合は、 安全な給食提供が困難であり、

弁当対応を考慮する。  

a） 調味料・ だし・ 添加物の除去が必要 

b） 加工食品の原材料の欄外表記（ 注意喚起表示） の表示がある場合についても、 除去指示が 

ある（ 注意喚起例）  

 ○ 同一工場、 製造ライン使用によるもの 

  「 本品製造工場では○○（ 特定原材料等の名称） を含む製品を製造しています。」  

○ 原材料の採取方法によるもの 

  「 本製品で使用しているしらすは、 えび、 かにが混ざる漁法で採取しています。」  

○ えび、 かにを補食していることによるもの 

  「 本製品（ かまぼこ） で使用しているイト ヨリダイは、 えび、 かにを食べています。」  

c） 多品目の食物除去が必要 

d） 食器や調理器具の供用ができない 

e） 油の供用ができない 

f） その他、 上記に類似した学校給食で対応が困難と考えられる状況



' Ḧ� 'v>Ì �Û�/)%8×FûFÚFáG��P�Â

������������

>Ì >Ô>Þ>Õ>Ì �ó
²Fú)%8×G"�f�jFéG�FïG�FþGkG2G•GV >Ì
�ó
²Fú)%8×�f�jFþFïG�FûFÿF¸ �è�WFþH� !lFúFùFþ�›GGGTGŠGFFûFÚFáG�4Ä�ÖFÜ�²0[F÷FÒG�F¹ >Ì

F½>Ì "©'gG‰ 1*#.0£#ìFþ�8�B>Ì

G‰ >Ì �ö�•FøFúG�"©'gFø8×�¦�lG�1*#.�m8pG"�–Fû0b%$FçFöF¸"©'gFþ2AG"- FøFéFãFøFúFß �œ#.$×F÷�ó>Ì

²FúG0GzGyG<GŠ�P�ÂG"��#'FéG�FãFøG"% �æFéF¹ >Ì

F½>Ì �N�¦�qFþ1*4)FÛG�1*#.��Fþ'ö#.4 � 

G‰ >Ì �Q#ÝFéG�8×�¦H� "IFû�•�d8×��G�1*�á�qH� FþG0GzGyG<GŠ"@2AG"&���Fû�•�qFçF¸ �vG�4*FØG�GAG•>Ì
GMGm G[GŠGEGu G•G"2sFãFåFúFÔG�FÖFû1*#.�d&ìG"�d�µFéG�F¹ >Ì

F½>Ì 4Ä+ƒFÛG��š8×�lG��‹"&�ÜFá>Ì

G‰ >Ì 5��±Fú1�8×�¦�>Fÿ1�4Ä+ƒFûG�FóFö$Î#ÕFéG�FãFøG"�Õ8ŒFû*(FÝF¸ 8×"@G0GzGyG<GŠ�P�Â)%8×FÜ>Ì
0ñ�\FéG�
£'z#Õ�•Fû6ë4*FÔFúFß 4Ä+ƒFåG�G�G�FÖF¸ )%8×�\$�G��µG�Fï�æ�_�‰5*FûFôFÔFöF¸ �Û�/>Ì

²�/Fþ�‰5*FøFçFö�vG�)�G�F¹ >Ì

>Ô>ß>Õ>Ì �Û�/)%8×"©'gFû6õFéG��ö�•�‰5*>Ì

G0GzGyG<GŠ�P�Â)%8×G"�ó
²FÛFô�œ#.$×Fû���‹FéG�FïG�FûF¸)%8×Fþ�ö�•FøFúG�"©'g�lG��N�¦�qFûFô

FÔFöF¸ �è�WFþ�‰5*FøFéG�F¹ >Ì

F½>Ì �‚0d$Î$UFþ�N�IFøFúG�G�FéFÔ- ,<#ÕH� GbGŠGXGQGRH� F¸ G9GEGsGŠGXGQGRF¸ G=GyGm F¸ G;G4G2GcGyGŠ>Ì

GRF¸ GKG F̂¸ G�G�FÔG�F¸ �lG�FíG�G�G"�N�¦�qFøFçFï�•�d8×��Fÿ�Q#ÝFçFúFÔF¹ >Ì

F½>Ì �•�d8×��G�1*�á�qFþFÖFñF¸ �•+�FúG�FþFûFôFÔFöFÿF¸ �8F¸ �™F¸FäG�FúFùFþG0GzGyG<GŠ"@2AFÜ�µG�>Ì

G�FúFÔ8×��Fû8p���)G��pFØG�FãFøFû�”G�G�F¹ >Ì

H� 8×"@G0GzGyG<GŠ�P�Â)%8×

>Ì >Ô>Ý>Õ>Ì �Û�/Fþ�M*Ë�(FÜ/œFÖG�Fþ>Ì

�” �� 7V�d8×>Ì

8×"@G0GzGyG<GŠFþ�N�I8×��G"�vG�7VFÔFöF¸ 1*#.G"/œFÖF¹ �P�ÂFéG��zFú8×��FÿFÂ �8F¸ �™0���F¸ Fä

G�FÃ FøFçF¸ 1*#.Fþ�q)
�d&ìF÷�vG�7VFß FãFøFþF÷FÝG�8×��FþG�G"�P1ßFøFéG�F¹ >Ì

�[FØG�F¸ FÂ FûG��8GGGŠGeFÃ Fþ1*#.F÷FÿF¸ �q)
/œ&ìF÷FÂ �8FÃ G"�•FØG��SFûGGGŠGeG"�vG��(FáFöF¸

7V�d8×FøFéG�F¹ FãFþ�P�Â�•+�Fú7V�d8×Fÿ�M4Š"©'gFû7HG�G�G�F¹ >Ì

�• �� �j8×Fþ7V�d>Ì

8×"@G0GzGyG<GŠFþ�N�I8×��G"�µG��j8×FíFþG�FþG"�vG�7VFß F¹ �[FØG�FF̧Â FØG�FÃ FÜ
°FóFöFÔG�>Ì

FÂ FØG�FøFøFÖG�FþGGGŠGeFÃ G"4Ä+ƒFëFêFûF¸ )%8×"©'gFÛG�7V�dFéG�F¹ FãFþ���œF¸ �ÚFþ�j8×G"� F̈ß >Ì

4Ä+ƒFçFïG�F¸ ���ÞFÛG��M4Š���\G"�â�gFçFïG�FéG�FúFùF¸ �$8ô8�FÛG�Fþ4Ä�ÖFÜ�ÓG�G�G�G�F¹ >Ì

�– �� �"��Fþ7V�d>Ì

1*#.G"/œG�FêF¸ �"��FäFøFû4Ä�ÜFéG��N�I8×��G"F¸ 0ñ�\FéG�
£'z#Õ�•Fû4Ä+ƒFçFúFÔ�‰�2F÷F¸ )%>Ì

8×"©'gFÛG�7V�dFéG�F¹ �P�ÂF÷FÝG�8×��FÿFF̧Â G_G•F¸ G�G#F¸ (•8äF¸ G]GnF¸ GGGwG2GGGOGŠGHF¸ �¬GOGŠ

GHF¸ GFGqGnF¸ !•FÝFþG�F¸ GkGxGkGxGcG1 GQGEGsF¸ GWGzGQGEG•G>F¸ GUGDGŠGV '¼FÃ FøFéG�F¹ >Ì


